
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　住　所（所在地）

　

　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人名）　　　　　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者名）

　

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　：（　　　　）　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　　：

第１条

（１）開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
（２）開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
（３）守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
（４）当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
（５）貴院から書面により開示の承認を得た情報。

第２条

第３条

　２

第４条

　２

機密保持に関する誓約書

（表明及び保証）

当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、
本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しませ
ん。

当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要
最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開
示せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後におい
ても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じま
す。

貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証（明示か黙
示を問わない。）を行なわないことを当社は了承します。
当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償
の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。

本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示
される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この
限りではありません。

本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「当社」という。）は、体外循環用血液ガスモ
ニターの修理の検討（以下「本件目的」という。）を行なうにあたり、貴院から当社に対して開示
される機密情報（以下「機密情報」という。）の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。

独立行政法人地域医療機能推進機構

九州病院　　院長　　内山　明彦　殿

（機密情報の定義）

（機密情報の取扱い期間）

（機密情報の取扱い）



第５条

（１）顧問弁護士、会計監査人
（２）機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言

を求める会計士、その他外部の専門家
（３）裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合にお

ける当該官公署
（４）法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報

の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体

第６条

第７条

第８条

第９条
　２

以 上

（機密情報取扱いの例外）

（善管注意義務）

（機密情報の返還）

（損害賠償）

（準拠法及び管轄裁判所）

当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲
げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとしま
す。

当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所
とすることに同意します。

本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。

貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠
償を請求できるものとします。

当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示
された本物件に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任に
おいて破棄します。

当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機
密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。


